
指標 

（厚労省提出指標）

Process

期間 各指標の計算式と分母・分子の項目名 分母・分子の解釈 

分子 使用量（払い出し量）(ml 単位） 
入院外来の実際の使用量を測定するのは困難なため、院内全体の

払い出し量とします。 

分母 延入院患者数（24 時在院患者＋退院患者数の合計）
病院規模により使用量は異なるため、延入院患者数を分母とし、

使用割合を算出します。 

収集

期間
３ヶ月毎  

調整

方法

アルコール手洗い洗剤使用割合 

・感染対策の基本である手指衛生を、順守する目安とする。 

最小値＝ 0.59 25％値＝ 7.16  中央値＝ 11.18  75％値＝ 18.28  最大値＝ 29.89 
回答病院 53 

 今期はコロナ禍の影響で全体の使用量は増加を示している。中央値が11.37ml/人と前年度から0.95ml増加
した。34病院が増加となっているが、減少となっている病院もあるので、各病院で総括が必要と思われる。
改善事例にあるように、個々の職員が意識できるように使用期限などを明記するなどの具体的な取り組みが
成果を生んでいる。有効な感染予防を実践するには、個人でアルコール手指消毒剤を持つようにするなど、
管理者側からのアプローチも必要である。また、感染予防対策委員会等を巻き込んで、大々的に教育や周知
を図る必要もある。積極的な使用には動機付が必要であり、現場へのアウトカムによって、その成果を提示
していくことも重要と考える。 
感染対策の領域では、目に見える汚染が無い限りアルコールによる消毒が推奨されている。しかし、アルコ
ールによる手荒れがあり使用出来ないスタッフもいるため、手荒れケアを援助することで使用率のアップに
 げたり、アルコールの入らない製剤を導入するところも増えている。現在はガイドラインに沿って、アル
コールの入った製剤をカウントしているが、これらを測定に加えるかどうかを今後考慮すべき検討課題とす
る。 
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・各職場で使用するアルコール洗剤の使用期限や使用量の管理強化を呼びかけている。アルコール洗剤の容器に開封

日を明記し使用期限内に使い切るように職場全員の使用を呼びかける。(高松平和病院) 

・「民医連中央値」〔及び各病院動向〕の明示・公開自体が、「課題の把握」・「改善活動の推進」につながっている可能

性がある。2019年からの「約6〔ml/人〕水準への改善」は「病棟が中心」〔≒2019年当初の当院インフルエンザアウ

トブレイク以降〕、2020年からの「約8～10〔ml/人〕水準への改善」は、「玄関等各入口付近への新規配置増加が中

心」〔≒新型コロナ対策〕であり、「各部署毎の細かな評価」や「導線をイメージしたリスク評価」なども「大凡可

能」な状態にあり、2021年より、3ヶ月毎の「測定結果詳細」定期配信も再開している。（本間病院） 

指標の意義 

指標の計算式、分母・分子の解釈 

考察 

改善・運用事例など 










